新明和工業健康保険組合　行




乳幼児・こども医療費助成制度届出票
【次の場合は届出が必要です】

１８歳未満でも市町村等の医療費助成が中学生までの場合や非該当の場合、転居や所得制限、制度変更等により医療費助成が非該当になった場合、もしくは新たに該当した場合は速やかに届出てください。
※扶養認定時に医療費助成制度が１８歳年度末（高校生）まで（高校生等の入院医療費助成も含む）の場合は、提出不要です。
	記号
	
	番号
	
	被保険者氏名
	

	住民票住所
（市区町村までで可）
	（〒 　　　－　　　　　　　）



	1 対象者名
	
	生年月日
	平成
	年　　　月　　　日　

	
	
	
	令和
	

	2 対象者名
	
	生年月日
	平成
	年　　　月　　　日　

	
	
	
	令和
	

	3 対象者名
	
	生年月日
	平成
	年　　　月　　　日　

	
	
	
	令和
	

	該当区分
（当該の□に✓）
	□
	中学生まで
	医療助成はあるが中学生までの方

	
	□
	加入時より非該当
	自治体の医療費助成を受けられない方

	
	□
	該当→非該当に
	助成終了日（ 令和　　　　年　　　　月　　　　日 ）

	
	□
	非該当→該当に
	【裏面に医療費助成受給者証の写を貼付ください】

	該当区分の理由
（当該の□に✓）
	□
	こども医療費助成が「中学生まで」　（高校生までではない）

	
	□
	所得制限による

	
	□
	転居により、助成の年齢要件・制度内容が変わった

	
	□
	海外赴任・帰任に伴い、住民票の異動があった

	
	□
	自治体の制度変更により、助成の年齢要件・制度内容が変わった

	
	□
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


この届出は健康保険の付加給付が自動的に停止されることによる不具合や、届出後の変更による不具合を防止する目的で行うものであり、他の目的に利用することはありません。
該　当とは…
・１８歳年度末（高校生）までの地域に居住の方（１８歳まで医療費助成を受けられる方）
非該当とは…
・１５歳年度末（中学生）までの地域に居住の方（１５歳までしか医療費助成を受けられない方）
・所得制限のある地域に居住していて、所得制限に当てはまるため、医療費助成を受けられない方
	
	
	
	
	　
	受付印
	　

	常務理事
	事務長
	　
	係
	　

	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



医療費助成に転居・制度変更等で新たに該当される場合は、
こちらに乳幼児・こども医療費受給者証の写しを貼付ください。
